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ソーシャルワークにおけるホスピタリティの特殊性に関する検討
～倫理綱領における自己決定の視点から～

星野　晴彦*

A study on the particular nature of hospitality in social work:
From the viewpoint of self-determination in code of ethics

Haruhiko HOSHINO

　This paper discusses ethics as prerequisite for hospitality in order to consider the particular 
nature of  hospitality in social work. And this paper compares the descriptions of self-determination 
in code of ethics of social workers in several countries.
　Results indicated that the ethics of justice（the Kantian school and utilitarianism）, the ethics of 
care, and the ethics of virtue interact in the code of ethics of social work. The interaction of these 
factors presumably accounts for the particular nature of ethics in social work.
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Ⅰ　はじめに

本稿の目的は、ソーシャルワークにおけるホス
ピタリティの特性を倫理の側面から検討すること
にある。後述するがホスピタリティの中核に倫理
が存在すると考えたためである。

社会福祉の支援は2000年の社会福祉法の改正に
伴い、「権利に基づくサービス」と法的に位置付
けられた。福祉サービスの基本的理念として、第
三条で「福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨
とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身
ともに健やかに育成され、又はその有する能力に
応じ自立した日常生活を営むことができるように
支援するものとして、良質かつ適切なものでなけ
ればならない」と規定している。大きなパラダイ
ムチェンジである。

むろんソーシャルワークは、人々に対する専門
職としての価値を重要としているが、それのみを
過度に強調することは弊害が大きいという側面も
あろう。というのは、ソーシャルワーカーの価値
は他の専門職と全くかけ離れたものではなく、程
度の差こそあれ、他の専門職の価値とさほど大き
な違いがないと思われるところもある。医療でも、
当然、利用者への尊厳の保持が強調され、現在は
インフォームドコンセントの重要性が指摘され、
利用者の自己決定が重視されつつあるためである。

しかし、この社会福祉サービスの大きなパラダ
イムチェンジに際し、サービス業でさかんに議論
されるようになったホスピタリティの概念を用い
て検討することは、ソーシャルワークを相対的に
とらえなおしていく契機となるのではないか、と
いうのが本稿の起点である。そして、ソーシャル
ワーク専門職に示された倫理を改めて探ることに
より、ソーシャルワークにおけるホスピタリティ
の特性を考えることが本稿の目的である。



Ⅱ　ホスピタリティの先行研究

営利企業のサービス業においてはホスピタリ
ティを向上させるための研究が進んでいる。ホス
ピタリティを論じることは、現在の福祉サービス
の相対的・客観的分析に役立つと考えられる。社
会福祉がサービスとして位置づけられた今日、社
会福祉のみに視野を限定せずに謙虚に捉えなおす
必要性を筆者が認識したためである。

ホスピタリティという言葉は、多くはホスピタ
リティ産業（ホテルやレジャーランド）などの接
客部門で用いられている感がある。しかし、服部1）

はホスピタリティという概念には普遍性があり、
個人においても、家庭、学校、企業、病院、福祉
施設などいたる場においてホスピタリティは重要
な鍵を握っている、としている。無論、福祉サー
ビスにおけるホスピタリティの導入に関しては、
ホスピタリティの本質的な定義の検討を踏まえつ
つ、その独自性に関する議論を重ねることも必要
となろう。

一方で、福祉サービスは、他の業種のサービス
とどのように異なるのかという疑問がある。一般
のサービス業従事者は、「お客様」の生活を管理
したり、人里離れた施設に連れて行ったりするこ
とはありえない。しかし、知的障害者の場合は、
本人の意思に反して、集団生活を余儀なくさせら
れる入所施設か、家族に依存する地域生活かの二
者択一を迫られることも少なくない。また、福祉
サービス従事者と利用者の関係も、一般サービス
業の従業員と顧客との関係とは異なる。そして、
サービスの内容も十分に事前に知らされていな
かったり、周囲の雰囲気に圧倒されて自分にとっ
て本当に適したサービスを選択できなかったりす
ることもある。社会福祉サービス分野では対等性
に関する議論がこれまでなされてきたが、日本の
社会福祉は歴史的に「一方的な施し」から出発し
たため、双方向的な権利や義務の意識は醸成され
にくかった。従って、これまで社会福祉の政策及
びそれに関わる施設の運営などにも、福祉サービ
スの利用者の声が反映されることはなかった2）。
現在でも医療福祉サービスがサービスの供給側と

受給側との間で、大きな情報の非対称性がある3）。
利用者本位と言いながらも、その実現はなかなか
難しく、また社会的に承認された方向性に留まっ
ていなければ、サービスが停止される可能性もあ
る。加えて津田4）は、「施設利用者の家族が『何
でもおっしゃってください』と言われても人質を
取られている身としては何も言えない。苦情や要
求は言いにくい」と述べている。

他方で共通性もある。第一に、ゲストや利用者
に「喜んでもらいたい」「幸せになってもらいた
い」という意欲に裏打ちされたサービスと、「マ
ニュアル通り」のサービスを提供する両極の従事
者が存在する。第二に、経営効率性の発想の浸透
である。社会福祉基礎構造改革と介護保険により、
社会福祉サービスの準市場制度が導入され、一部
の社会福祉サービス（第二種社会福祉事業）は営
利企業やNPO、といった多様な主体からも提供
可能となった。結果、サービス供給能力が拡大す
ることとなった。そして、市場メカニズムを導入
してサービス提供者を競争させることにより、よ
り効率的で質の高い対人的サービスが提供される
よう政策が設計されるようになった。これは福祉
サービスにも経営効率性が求められるということ
である。今日非貨幣的ニーズの顕在化の中で、そ
のニーズを充足するために対人福祉サービスが大
いに求められており、その中で対人福祉サービス
を商品化（効率性を追求するために、従事者を非正
規雇用する）動きが強くなっている5）。

筆者6）がホスピタリティの定義に関する先行研
究を整理したところ、ホスピタリティには倫理・
精神・行為・行動・関係・機能という次元があり、
異質なもの同士の対等でインタラクティブな共働
が新たな価値を生み出すことが、示唆されている。

これまでのホスピタリティに関する論述をまと
めると、以下の点を包含する概念として仮に定義
することができよう。

①　人間の尊厳を認識し、心からの接遇を行う。
②　自立した人格が自立した人格としての他者

をもてなす、という関係構造となる。
③　異質なもの同士の対等でインタラクティブ

な共働が、新たな価値を生み出す。
④　「内面（精神性）と行為」を包含した「機
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能」である。
⑤　倫理・精神・行為・行動・関係・機能を含む。
ここで改めて、相互性について付記しておきた

い。接客や接遇の場面で、主人と客人の間でホス
ピタリティが行き交うが、それは一方通行のもの
ではなく、主人が客人のために行う行動に対して、
それを受ける客人も感謝の気持ちを持ち、客人が
喜びを感じていることが主人に伝わることで、共
に喜びを共有するという関係が成立することが必
要となる、という発想である。すなわち、ホスピ
タリティは両者の間に「相互満足」があってこそ
成立する。つまり、主客の両方がお互いに満足し、
それによって信頼関係を強め、共に価値を高めて
いく「共創」がホスピタリティにおける重要な
キーワードとなる。従業員満足（ES）と顧客満
足を共に高めるという意味である。「他者への隷
属（仕える）」から「自らを主人とする」立場へ
の転換をするという、行動規範の選択の問題であ
る。自立した人格が、自立した人格としての他者
を、心をこめてもてなす、という関係構造が前提
とされている。

また対等性に関してホスピタリティで論じられ
ているのは、ゲストの要望にホストが言われるま
まに従うのではなく、対等の関係を形成していこ
うというものである。それは福祉サービスの提供
者と利用者の関係とは正反対である。今後社会福
祉サービスにおいてもニーズの多様化・高度化に
加えて、利用者の専門知識や権利意識も高まり、
従来の関係が適用できなくなることも生じると考
えられる。発想の転換が必要とされる時もあるだ
ろう。

筆者の別稿に於ける調査7）（障害者福祉サービ
ス従事者のホスピタリティ意識の特性比較調査）
では、ホスピタリティ意識として障害者福祉サー
ビス従事者は他業種同様の必要性を感じていると
いうことが示された。また、障害者福祉サービス
従事者は利用者を理解し支援することを目的とし
て、関係性を形成するための「相手に合わせた」

「親しみやすい」を、表現しようと努める。そし
て親しみやすさを求め、より身近な存在になろう
とすることを示した。それは、宿泊業と異なり、
障害者福祉サービス従事者が、自分の願いを表現

することが不得手な利用者に対して、目の前の一
人ひとりの利用者の真の願いを見出し、利用者の
生活をよりよくすることを自ら願うことに起因し
ていると考えられる。障害者福祉領域のホスピタ
リティでは、その利用者や実践の特性を考慮する
と前述の定義に加えて、独自の定義を付加するこ
とが必要になると別稿8）で筆者は述べた。それは、

「障害者福祉サービス従事者が、目の前の一人ひ
とりの利用者の利用者の真の願いを見出し、利用
者をかけがえのない存在と思い、利用者の生活を
よりよくする（自立支援を含み）ことを自ら願い、
それに寄与するために全力を尽くすという行動を
選択すること」である。

Ⅲ　ソーシャルワークの倫理の4つの視角

バンクス9）はソーシャルワークにおける倫理を
3つに大別する。正義の倫理（カント派、功利主
義）、ケアの倫理、徳の倫理である。彼女によれ
ば3者は専門職の実践にとって反目しあうもので
はなく、問題は3者のバランスを考え、介入行為
にどのように応用していくかにある。

バンクス10）によれば、カント派の倫理と功利
主義の倫理は、ソーシャルワークの定義にある

「人権と社会正義」を達成するために必要とされ
るものである。カント派倫理はバイステックにみ
られる伝統的なソーシャルワーク倫理の代表的思
考であり、功利主義の倫理は専門職が所属機関や
市民社会に対しても自らの介入行為の正当性（限
られた資源の中でニーズに合わせた公平な配分を
行ったこと）を立証しようとするものである。ド
ルゴフ11）によれば、多くのソーシャルワーカー
たちがより多くの自由と全ての人々に対して公平
であることとの葛藤に直面してきた。リーマ12）

は余命告知に関する事例を用いて、カント派と功
利主義の倫理適用ができることを論じている。

他方で、バンクス13）は「正義の倫理」はジェ
ンダーや人種の視点から見ても、価値中立的なも
のとはいえず、キリガンやノディングスらフェミ
ニストによって批判されてきた、としている。
ソーシャルワークの対象理解をするにあたって、
やさしさ、配慮、支援、見守り、共感、誠実さ、
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関係性への責任などの多義的なケアの要素を排除
してしまうことを批判して、「正義の倫理」と共
存する命題としての「ケアの倫理」の必要性を訴
えている。これは特定の状況や他者との具体的関
係の中で責任を果たすために専門職に必要とされ
るものである。

加えてバンクスは専門職に求められる高潔さを
担保するものは、徳の倫理が要請している内容で
あると述べている。「どのような類の人間が専門
的なソーシャルワークだろうか？この文脈におい
て人間の卓越性はなんであるのかを問うことを要
求している」である。それを太田14）は「属人的特
性に依拠した実践倫理」と表現している。

田川15）は徳やケアは人間のアイデンティティ
の表現と結びついて、個人としての生き方に深く
かかわり、支配的な認識的視座に対する挑戦を意
味するとしている。さらに2つの立場について付
記しておきたい。

第一の「ケアの倫理」は、文脈や「関係性」に
焦点づけ、倫理の基盤としてのケアを重要視する
立場である。このアプローチは、主としてフェミ
ニストによって強調されてきた。代表的なものと
しては、正義のアプローチに対するケアのアプ
ローチの有効性を主張したギリガン、教育学の領
域でケアの倫理を論じたノディングスを挙げるこ
とができる。しかし、パロット16）は、ケアの倫
理ではだれがケアを提供するのか、どのように提
供されるのかについて、当事者がコントロールで
きなくなることへの懸念を示している。

第二の「徳の倫理」は、実践の場で起こること
や、行為者のおかれた状況や文脈を重要視する立
場である。この立場は、行為それ自体に道徳的価
値を見いだすのではなく、行為者が行為を通して
表出する卓越性に重きをおく。このタイプの倫理
アプローチとして代表的なものは、アリストテレ
スが提唱した「徳の倫理」である。徳の倫理と原
則の倫理は、看護・医療の倫理における最も主要
なアプローチである。正義の倫理は行為を、徳の
倫理は行為者の性格や態度を吟味し、これらは互
いに補いあって機能する。ソーシャルワークにお
ける「徳の倫理」の導入は、ケアやサービスを専
門職者の人格から分離することによって、専門職

者を統制しようとする動きに抗したものと見るこ
とができる。徳倫理学の方法は、行為に焦点を当
てた倫理学の主要な方法と対比される。たとえば
カント派も功利主義の体系も、与えられた状況で
人がいかに善い行為をするべきかを決めるための、
行為原理を与えようとする。対照的に、徳倫理学
は、いかによい行為をするべきかではなく、いか
に善い人間になるべきか、に焦点を当てる。徳は
個別的だが統一性を持つという二面性の上にアリ
ストテレス的徳倫理学の真の意義がある17）。また
徳理論において、道徳的生活が静態的なものでは
なく、動態的で状況依存的でもある18）。このアプ
ローチに対してもパロット19）は何が徳なのかを
決めることの現実的な難しさを指摘している。

Ⅳ　倫理綱領の特性とハイブリッド

社会福祉実践の先駆者らの実践の精神を全ての
サービス従事者に求めることはできない。しかし、
他者に自分を投げ出すといったパワーの大きさは、
自らの生の意義が見つかったからこそ、自分の使
命が理解できたからこそ、実践を支えるかたちで
発揮されるのだろう。そのような精神を言語化し
て、実践を導くために丁寧にまとめたものが社会
福祉専門職の倫理綱領である。一例として、ソー
シャルワーカーの倫理綱領について考えてみたい。
倫理綱領は明らかにソーシャルワーカーの責任と
義務を展開したものである。そして、ソーシャル
ワークの価値は、各国のソーシャルワーカーの団
体が専門的アイデンティティの核として、ソー
シャルワーカーの倫理綱領の中に具現化し、保持
している20）。確かに、倫理綱領の実効性について
は様々な議論があろう。倫理綱領には実践家たち
に期待する最高の行動目標と最低の行動基準が同
時に示されている。しかし、レヴィ21）は「倫理
的なソーシャルワーク実践への指針、現実の実践
に関する倫理を評価していくための基準、また
ソーシャルワーク倫理の適用と非倫理的行為に関
する苦情を裁定するための基準として役立つ」と
している。以上述べた通りの意義と課題を含むも
のではあるが、ソーシャルワーカーの倫理綱領は、
各国のソーシャルワーカーが現時点で目標として、
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合意していることが記されている。
ソーシャルワークの倫理綱領には、ハイブリッ

ド性（雑種性）が認められる。バンクス22）は倫
理綱領に示された倫理学のアプローチは、単一の
倫理価値に基づく体系的理論を当てにしていない
し、倫理学理論や活動の一貫した指針となる哲学
の応用を目的としたものではない、と述べている。
原理・原則の表明は専門職の信頼性を主張し、
ソーシャルワーカーにより高次元に向かう気にさ
せるレトリックな工夫である。

他方で、倫理綱領に関するバンクス23）の批判と
して、倫理的に活動することに伴う責任の大部分
がソーシャルワーカーにあるということを意味す
るような仕方で構成されている。その結果、社会
的問題をサービス利用者の私的な問題に個人化し
てしまい、解決する責任を広く社会に求めるより
も、ソーシャルワーカーにサービス利用者の尊厳、
価値、選択や平等を求めることになる。

Ⅴ　日本と他国の倫理綱領における
自己決定の記述の比較

ソーシャルワークは社会正義と人権を根本的価
値としているが、本稿では以下に倫理綱領の中で
も自己決定に関する記述を概観してみたい。カン
トによる近代思想においては、自己決定できる能
力を備えた個人が「有徳かつ尊厳がある存在」と
みなされ、ソーシャルワークにおいてもクライエ
ントの「自己決定する能力」への強い関心が払わ
れてきた24）。そして、専門職援助下における両者
の力関係のアンバランスにより、ソーシャルワー
カーが時として被援助者である利用者の自己実現
への機会を阻害するためにパターナリズムに陥る
ことがあり、それを律するためにソーシャルワー
カーが利用者の「利益の最優先」や「自己決定の
尊重」などを自らの倫理基準とする必要があった25）。
他方で虐待を疑われるような事例に対して、現実
的にはクライエントよりもソーシャルワーカーの
価値が優位になることもある26）。

日本と他国の倫理綱領における自己決定に関す
る記述の比較を示したものが、表1のとおりであ
る。（下線は筆者が重要と考えた所に引いた）

国名及び団体名 自己決定に言及した記述 自己決定に関すると考えられる記述

日本
日本ソーシャルワーカー
協会198627）

特に記述無 　人は他人の権利を侵害しない限度に
おいて自己実現の権利を有する
　社会は、その形態の如何にかかわら
ず、その構成員の最大限の幸福と便益
を提供しなければならない。

日本
日本ソーシャルワーカー
協会28）

社会福祉専門職団体協議
会・倫理綱領委員会

（国際ソーシャルワーカー
連盟に加盟している日本
のソーシャルワーカー職
能４団体　日本ソーシャ
ルワーカー協会、 日本医
療社会事業協会、日本社
会福祉士会、日本精神保
健福祉士協会）2005年1月
27日最終提案

５．（利用者の自己決定の尊重）
　ソーシャルワーカーは、利用者の
自己決定を尊重し、利用者がその権
利を十分に理解し、活用していける
ように援助する。

倫理基準
Ⅰ．利用者に対する倫理責任
２．（利用者の利益の最優先）

　ソーシャルワーカーは、業務の遂
行に際して、利用者の利益を最優先
に考える。

４．（説明責任）
　ソーシャルワーカーは、利用者に
必要な情報を適切な方法・わかりや
すい表現を用いて提供し、利用者の
意思を確認する。

６．（利用者の意思決定能力への対応）
　ソーシャルワーカーは、意思決定
能力の不十分な利用者に対して、常
に最善の方法を用いて利益と権利を
擁護する。

表１　日本と他国の倫理綱領における自己決定の記述の比較

— 81 —

ソーシャルワークにおけるホスピタリティの特殊性に関する検討



国名及び団体名 自己決定に言及した記述 自己決定に関すると考えられる記述

日本
日本社会福祉士会29）

社会福祉士の行動規範

Ⅰ．利用者に対する倫理責任
５．利用者の自己決定の尊重
５－１．社会福祉士は、利用者が自分

の目標を定めることを支援しなけれ
ばならない。

５－２．社会福祉士は、利用者が選択
の幅を広げるために、十分な情報を
提供しなければならない。

５－３．社会福祉士は、利用者の自己
決定が重大な危険を伴う場合、あら
かじめその行動を制限することがあ
ることを伝え、そのような制限をし
た場合には、その理由を説明しなけ
ればならない

Ⅰ．利用者に対する倫理責任
１．利用者との関係
１－６．社会福祉士は、利用者との専

門的援助関係とともにパートナー
シップを尊重しなければならない。

６．利用者の意思決定能力への対応
６－１．社会福祉士は、利用者の意思

決定能力の状態に応じ、利用者のア
ドボカシーに努め、エンパワメント
を支援しなければならない。

６－２．社会福祉士は、自分の価値観
や援助観を利用者に押しつけてはな
らない。

６－３．社会福祉士は、常に自らの業
務がパターナリズムに陥らないよう
に、自己の点検に務めなければなら
ない。

６－４．社会福祉士は、利用者のエン
パワメントに必要な社会資源を適切
に活用しなければならない。

スウェーデン
スウェーデンの専門職連
合の下部組織であり、ソー
シャルワーカーの専門職
団体の一つである
Akademikerförbundet 
SSR30）

　ソーシャルワーカーはクライエント
の個々の一体性を尊重し、個人の自己
決定権は、他者の同様の権利を侵害し
ない状況において、もしくはクライエ
ント自身に重大な危害を与えない場合
において可能な限り、守らなければな
らない。

　ソーシャルワーカーはクライエント
に自分の権利と義務を伝えなければな
らない。それにより関連公的機関に加
えて当該機関を利用できる条件とそれ
らを活用できる資源の範囲を説明する
ことになる。
　ソーシャルワーカーの倫理的性格と
して下記の点が挙げられる。
●尊重の基本的姿勢
●個人の高潔性
●共感性／責任性●献身
●正義感－勇気
●批判的内省
●忍耐力／寛大さ
●独立心●創造性●ユーモア

イギリス
英国ソーシャルワーカー
協会31）

　ソーシャルワーカーはいかなる価値
と選択にもかかわらず、人々の尊厳と
自己決定権を尊重し、促進し、支援す
る。ただし、それは他者の権利・安全
性・法的権益を脅かさない限りにおい
てである。

　ソーシャルワーカーはサービス利用
者の全面的な関与と参加を促さなけれ
ばならない。それにより、彼らは自分
たちの生活に影響する決定や行動の全
ての側面でエンパワメントされること
が可能となる。
　ソーシャルワーカーは個人・グルー
プ・コミュニティのストレングスに着
目し、エンパワメントを促すようにし
なければならない
　ソーシャルワーカーは活用されうる
資源が、ニーズに合わせて公平に配分
されるようにしなければならない
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国名及び団体名 自己決定に言及した記述 自己決定に関すると考えられる記述

アメリカ
全米ソーシャルワーカー
協会32）

　ソーシャルワーカーは、クライエン
トの意思決定権を尊重し、促進し、彼
らの目標を明らかにするように努めな
ければならない。それはソーシャル
ワーカーの専門的判断において、クラ
イエントの行動が自分自身や他者を重
大で、予測可能な危機をもたらす場合
を除く。

　ソーシャルワーカーがクライエント
にサービス提供するのは、専門的関係
性と十分な情報提供を前提とする。
　そこでは明確で理解可能な言語を用
い、サービスの内容、リスク、第三者
機関の支払い制限、コスト、同意を取
り下げる権利などについて伝える。

　クライエントからインフォームドコ
ンセントを得ることが難しい時には、
理解レベルに合わせて、利用者の権益
を守る必要がある。そのような状況で
は、クライエントの希望や意向を尊重
しつつ第三者機関の許可を得る。

　支援を求めないクライエントに対し
ては、ソーシャルワーカーはサービス
の性格と内容について伝えるとともに、
サービスを拒否する権利について伝え
なければならない

　ソーシャルワーカーは継続的に専門
職の使命・価値・倫理的原則を認識し、
一貫してそれに従った行動をとらなけ
ればならない

オーストラリア
オーストラリアソーシャ
ルワーカー協会33）

　ソーシャルワーカーは、クライエン
トの自己決定と自律性を促し、積極的
に情報提供された意思決定ができるよ
うに努めなければならない。
　ソーシャルワーカーはクライエント
と権利と義務に関して話し合う。そし
て誠実で正確な情報を伝える。
　ソーシャルワーカーは障害、年齢、
依存性、言語、文化などの自己決定の
障壁となるものを縮小する。
　ソーシャルワーカーは支援を求めな
いクライエントに目標設定に参加する
よう励ます。
　ソーシャルワーカーは法的強制力を
最小限にする市民権や法的権利を侵害
する行為は倫理的、専門的、法的に承
認される範囲でなければならない。
　ソーシャルワーカーはクライエント
の自己決定権を制限しなければならな
い。それは支援を自発的に求めなかっ
たり、クライエントの行動が本人や他
者に重大な危険をもたらしたりする場
合である。

　クライエントに理解力が乏しい場合、
クライエントの理解力に合わせて情報
提供する。そして最小限度の意思決定
の自由を制限する
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倫理綱領では自己決定に基づく支援そのものを
批判する記述はない。それに対して、現実として
それを制限する記述が日本ソーシャルワーカー協
会以外の倫理綱領では認められる。また、上記の
表より、自己決定に困難がある人々への支援、自
己決定を支える支援、支援に対して非自発的な
人々への強制的介入、公平な配分、倫理的性格な
どの記述が認められる。

Ⅵ　検討

以下2点について述べたい。
１　自己決定に関する4つの因子

倫理綱領を概観する中で下記の4つの因子が作
用していることが認められた。

１）社会正義と人権の視点から権利と義務を導
くベクトル。そこでは自己決定がソーシャル
ワークの中核的価値であることが示されてい
る。しかし下記の因子との関係性の中で、こ

国名及び団体名 自己決定に言及した記述 自己決定に関すると考えられる記述

シンガポール
シンガポールソーシャル
ワーカー協会34）

２自己決定と自律
Ａ　ソーシャルワーカーはクライエン

トの意思決定権を尊重し、促進しな
ければならない。ソーシャルワー
カーは彼らの問題に対して、彼らの
資源を視野に入れて、個人のウェル
ビーイングについて当然すべき尊重
をする。

Ｂ　ソーシャルワーカーは自己決定と
自律性を保証し、情報提供されて自
分たちで決定ができるように積極的
に努めなければならない。

Ｃ　ソーシャルワーカーはクライエン
トの自己決定と自律性を支援しなけ
ればならない。それはソーシャル
ワーカーの専門的判断において、ク
ライエントの行動が自分自身や他者
を重大で、予測可能な危機をもたら
す場合を除く。

Ｄ　ソーシャルワーカーは全ての人が
社会サービスにアクセスできるよう
にしなければならない。これは次の
ことを保証する

ⅰ　クライエントが快適にコミュニ
ケーションできるようにする

ⅱ　政治的信条、性的指向、ジェン
ダーアイデンティティー、結婚状況、
精神・身体能力にかかわらず、全て
の宗教、文化、人種、国籍を尊重す
る雰囲気

Ｅ　ソーシャルワーカーはクライエン
トに関して、またクライエントに対
して明確で礼儀をわきまえた言語を
用いなければならない。

３　インフォームドコンセント
Ａ　ソーシャルワーカーは明確に、ク

ライエントにサービスに関する義務
と起こりうる結果を伝えなければな
らない

Ｃ　支援を求めないクライエントに対
して、クライエントの自立性を最大
限保証するために、ソーシャルワー
カーはクライエントの権利とその限
界を伝えなければならない。

国際連盟
国際ソーシャルワーカー
連盟（IFSW）／国際ソー
シャルワーク教育学校連
盟（IASW）35）

１．自己決定権の尊重―ソーシャル
ワーカーは自分で選択し決定する
人々の権利を尊重しなければならな
い。それは彼らの価値観・生活上の
選択がいかなるものであれ、他者の
権利や利益を侵害しない限りにおい
てはである。

２．参加の権利の促進―ソーシャル
ワーカーはサービスを利用する人々
の完全参加を促進しなければならな
い。そこで彼らは自分たちの生活に
影響するあらゆる決断や行動の側面
でエンパワーされる。

４．ストレングスの認識と発展―ソー
シャルワーカーはあらゆる個人・グ
ループ・コミュニティーのストレン
グスに焦点を当て、エンパワメント
を促進すべきである。
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れは志向性であって、ソーシャルワーカーが
現実的に即時に実施しなければならないルー
ルでもないという力関係が示されている36。

２）クライエントが自己決定することに際して、
同様の他者の権利を保証することを導く功利
主義的ベクトル。ニーズに基づいた公平な結
果が導き出されるような配慮が示されている。

３）自己決定を導くためにソーシャルワーカー
自身の倫理的特性として求められるベクトル。
そこでは寛容・忍耐などが挙げられている。

４）自己決定にまつわるプロセスに寄り添うケ
アの倫理のベクトル。本人の意思決定を支え
るために、支援者がクライエントの状況に合
わせて配慮をしていくことが求められている。

以上の因子を概観して、次のような構成がされ
ていることが示唆される。筆者がホスピタリティ
との関係で着目したいのは、自己決定は極めて重
要な権利であり、それを保証することは疑うべく
もないが、それを支える関係性も決して忘れては
ならないということである。結果帰結として、
ニーズに応えられたのか、またその配分が公平で
あり社会の承認が得られるのか、が有効な判断材
料となる。しかし、それを実現させる倫理的性格
と寄り添う姿勢も見逃してはならないということ
である。特に自己決定に困難があったり、自発的
に支援を求めなかったりする状況において、支援
関係をしっかりと検討していく必要があるという
ことである。そこでは「判断し、決定できる個
人」に尊厳があるという従来の議論への無批判な
固着ではなく、それ以外の新しい価値の論理、尊
厳の主体性の倫理の研究も必要となる37であろう
し、それに基づいた支援関係の形成が模索される
べきなのであろう。ケアの倫理を取り上げること
によって、ソーシャルワークは自らがもともと
持っていた他者への配慮や責任、他者への応答と
いった諸価値の重要性を改めて再認識することが
できる38。

それは、前述した「障害者福祉サービス従事者
が、目の前の一人ひとりの利用者の利用者の真の
願いを見出し、利用者をかけがえのない存在と思

い、利用者の生活をよりよくする（自立支援を含
み）ことを自ら願い、それに寄与するために全力
を尽くすという行動を選択すること」と軌を一に
するものがあるのではないだろうか。

自己決定に困難がある人々への支援、自己決定
を支える支援の重要性、支援を求めない人々への
強制的介入は、ホスピタリティ産業に比べて大き
く異なるようにうつるであろう。しかし同時にホ
スピタリティを考える上での重要な示唆ともなる
であろう。
２　ケアとコントロールという矛盾の内包

前述した通りソーシャルワークにおけるコント
ロールは見逃してはならない点である。これがホ
スピタリティ産業と大きく異なるように見えると
ころではないだろうか。

ソーシャルワークにおけるケアの提供は、サー
ビス利用者の生を支援するが、それは利用者を既
存の社会秩序に再定置し、社会的安定性を確保す
ることに奉仕することになる。ソーシャルワーク
における生の支援は対象を生み出した既存の社会
秩序を構成する価値観への一定の異議申し立てを
行うことも不可避となるために、それは必然的に
社会変革を志向する性格を宿すことになる。社会
的安定と社会的改革を同時に達成しようとする両
価的な社会的実践なのであるが、両者の関係は対
照的であり、その意味で専門職の役割そのものが
ジレンマを内包する。

Ⅶ　おわりに

本稿では、ホスピタリティの特殊性を考えるた
めに、倫理綱領の自己決定に基づく支援に関する
言及を紐解き、そこに4つのベクトルが作用して
いることを示した。そこで、自己決定という近代
的な論理的思考が持つ意義と限界をどのように認
識していくのかということの重要性が示唆された。
しかし本稿ではこれが他職種とどのように異なる
かの実証的な検討には至っていない。あくまで試
論と位置付け、他業種の倫理綱領との比較は今後
の課題としたい。
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［抄録］
　本稿では、ソーシャルワークにおけるホスピタリティの特殊性を考えるために、その前提となる倫理
について検討した。そしてソーシャルワークにおけるホスピタリティの特殊性を探ることを試みた。具
体的には、自己決定に関する倫理綱領の記述を比較検討した。
　その結果、ソーシャルワークの倫理綱領には、正義の倫理（カント派、功利主義）、ケアの倫理、徳
の倫理が相互に作用していることが示された。これらの相互作用がソーシャルワークの倫理の特殊性を
構築しているものと考えられた。
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